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令和３年勝浦町マラソン議会（ひな会議）会議録第２日目 

 

１ 招集年月日 令和３年３月３日 

１ 招 集 場 所      勝浦町議会議場，大会議室 

１ 開閉日時及び宣告 

   開 議 ３月３日 午前９時31分   議 長  美 馬 友 子 

   散 会 ３月３日 午後４時52分   議 長  美 馬 友 子 

１ 出席及び欠席議員 

  ○出席議員（10名）        

       １番  花 房 勝 一       ２番  相 原 喜久男 

       ３番  瀬 戸 直 一       ４番  仙 才   守 

       ５番  美 馬 友 子       ６番  麻 植 秀 樹 

       ７番  松 田 貴 志       ８番  篰   公 一 

       ９番  国 清 一 治       10番  井 出 美智子 

  ○欠席議員（０名） 

１ 地方自治法第121条第１項により説明のために出席した者の職及び氏名 

   町    長  野 上 武 典     副  町  長  山 田   徹 

   教  育  長  市 川 公 雄     政  策  監  大久保   彰 

   総務防災課長  中 瀬 弘 晴     企画交流課長  寺 尾 由 美 

   税 務 課 長  藤 井 小百合     住 民 課 長  後 藤 信 之 

   福 祉 課 長  木 村 美 枝     農業振興課長  河 野 稔 彦 

   建 設 課 長  海 川 好 史     上下水道課長  大 上 誉 司 

   会 計 管 理 者  長 友 清 美     教育委員会事務局長  石 木 正 昭 

           笠 木 義 弘 

１ 職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  松 本 博 文 

１ 議事日程（第２号）        

        開議宣言 

   日程第１ 諸般の報告 

勝 浦 病 院 
事 務 局 長 
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   日程第２ 議案第19号 令和３年度勝浦町一般会計予算について 

   日程第３ 議案第20号 令和３年度勝浦町国民健康保険特別会計予算について 

   日程第４ 議案第21号 令和３年度勝浦町簡易水道事業特別会計予算について 

   日程第５ 議案第22号 令和３年度勝浦町住宅新築資金等貸付特別会計予算に

ついて 

   日程第６ 議案第23号 令和３年度勝浦町農業集落排水事業特別会計予算につ

いて 

   日程第７ 議案第24号 令和３年度勝浦町介護保険特別会計予算について 

   日程第８ 議案第25号 令和３年度勝浦町後期高齢者医療特別会計予算につい

て 

   日程第９ 議案第26号 令和３年度勝浦町病院事業特別会計予算について 

   日程第10 議案第27号 令和３年度勝浦町物産販売特別会計予算について 

１ 本日の会議に付した事件 

   日程第１から日程第10まで（第２号） 

１ 会議の経過 

   別紙のとおり 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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            午前９時31分 開議 

○議長（美馬友子君） 皆さんおはようございます。 

 今日は，桃の節句，すごく風が冷たかったですけど，春一番かなと思います。Ｒ３

年３月３日，何かいいことが起こりますように。 

 それでは，ただいまから令和３年勝浦町マラソン議会ひな会議を開きます。 

 本日の議事日程は，お手元へ配付のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（美馬友子君） 日程第１，諸般の報告を議題といたします。 

 法第121条第１項の規定により，説明者として出席を求めたのは野上町長，山田副

町長，市川教育長，大久保政策監，中瀬総務防災課長ほか関係各課長でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（美馬友子君） 日程第２，議案第19号，令和３年度勝浦町一般会計予算につ

いてから日程第10，議案第27号，令和３年度勝浦町物産販売特別会計予算についてま

でを一括して議題といたします。これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（美馬友子君） 異議ありませんので，そのように決定いたします。 

 これより第一読会を開きます。 

 町長から議案第19号から議案第27号について一括して趣旨説明を求めます。 

 野上町長。 

○町長（野上武典君） おはようございます。 

 今日インターネットのヤフーの検索画面を開いてみますと，毎日新聞の記事で勝浦

町のビッグひな祭りが掲載されておりました。全国への情報発信ができ，よかったと

思っております。 

 それでは，議案第19号から議案第27号までの提案理由の説明をさせていただきま

す。 

 議案第19号は，令和３年度勝浦町一般会計予算についてであります。歳入歳出予算

の総額は，歳入歳出それぞれ45億5,300万円といたしております。また，一時借入金

の最高限度額は5,000万円と定めるものでございます。 
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 議案第20号は，令和３年度勝浦町国民健康保険特別会計予算についてであります。

歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ７億6,185万2,000円といたしております。

また，一時借入金の最高限度額は3,000万円と定めるものでございます。 

 議案第21号は，令和３年度勝浦町簡易水道事業特別会計予算についてであります。

歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３億1,257万2,000円といたしております。

また，一時借入金の最高限度額を700万円と定めるものでございます。 

 議案第22号は，令和３年度勝浦町住宅新築資金等貸付特別会計予算についてであり

ます。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ56万9,000円といたしております。 

 議案第23号は，令和３年度勝浦町農業集落排水事業特別会計予算についてでありま

す。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ5,252万円といたしております。ま

た，一時借入金の最高限度額は120万円と定めるものでございます。 

 議案第24号は，令和３年度勝浦町介護保険特別会計予算についてであります。歳入

歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ９億7,766万6,000円といたしております。ま

た，一時借入金の最高限度額を3,000万円と定めるものでございます。 

 議案第25号は，令和３年度勝浦町後期高齢者医療特別会計予算についてでございま

す。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１億1,657万円といたしております。 

 議案第26号は，令和３年度勝浦町病院事業特別会計予算についてであります。収益

的収入及び支出の予定額の総額は，それぞれ７億8,717万8,000円といたしておりま

す。また，資本的収入及び支出の予定額の総額は収入を12億2,637万5,000円，支出を

13億3,035万3,000円とし，収入額が支出額に対して不足する額１億397万8,000円につ

いては，損益勘定留保資金で補填するものといたします。また，一時借入金の借入限

度額は5,000万円，議会の議決を経なければ流用できない経費といたしましては，職

員の給与費４億7,812万円，交際費50万円，棚卸資産の購入限度額は5,820万円と定め

るものでございます。 

 最後に，議案第27号は，令和３年度勝浦町物産販売特別会計予算についてでありま

す。歳入予算の総額は，歳入歳出それぞれ1,377万3,000円といたしております。ま

た，一時借入金の借入限度額は300万円と定めるものでございます。 

 以上，詳細につきましては，それぞれ担当課長に説明をいたさせますので，ご審議

いただき，ご決議賜りますようお願い申し上げまして，提案理由の説明とさせていた
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だきます。 

○議長（美馬友子君） 町長の説明が終了いたしました。 

 続いて，令和３年度勝浦町一般会計予算の全体説明を中瀬総務防災課長から求めま

す。 

 中瀬総務防災課長。 

○総務防災課長（中瀬弘晴君） 令和３年度勝浦町一般会計当初予算についてご説明

を申し上げます。 

 全体説明を申し上げるに当たりまして，令和３年度当初予算に関する調べに基づい

て，まずはご説明をさせていただきます。 

 ２ページ目でございます。 

 歳入のほうからご説明をさせていただきます。 

 １款町税でございます。４億6,533万4,000円でございます。前年度に比べまして

3,325万1,000円の減額となっております。こちらのほうは，新型コロナウイルス感染

症の影響による減額及び中小事業者等の固定資産税の軽減に伴うものでございます。 

 それから，２款地方譲与税でございます。こちらのほうは5,335万8,000円となって

おります。 

 ３款利子割交付金でございます。こちらのほうは43万8,000円となっております。 

 それから，４款配当割交付金315万4,000円でございます。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金333万6,000円でございます。 

 ６款法人事業税交付金181万6,000円でございます。 

 それから，７款地方消費税交付金１億310万円でございます。 

 ８款環境性能割交付金320万3,000円でございます。こちらのほうは，いずれも県の

資料に基づく交付見込みとさせていただいております。 

 それから，９款地方特例交付金でございます。こちらのほうは1,270万円，前年度

に比べまして1,158万円の増額となっております。こちらのほうは，新型コロナウイ

ルス対策地方税減収補填特別交付金創設に伴う1,000万円等の増とさせていただいて

おります。 

 10款地方交付税でございます。こちらのほうは14億6,000万円，前年度に比べまし

て7,600万円の増とさせていただいております。令和２年度の実績及び令和３年度の
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推計に基づく増額とさせていただいております。 

 11款交通安全対策特別交付金でございます。こちらのほうは66万円とさせていただ

いております。前年度と同額でございます。 

 12款分担金及び負担金でございますが，こちらのほうは1,596万4,000円とさせてい

ただいております。176万2,000円の増となっております。県単土地改良事業，県単急

傾斜崩壊対策分担金の増額に伴うものでございます。 

 13款使用料及び手数料でございます。3,364万2,000円とさせていただいておりま

す。 

 それから，14款国庫支出金でございます。３億5,072万7,000円とさせていただいて

おります。こちらのほうは1,052万8,000円の減額となっております。 

 15款県支出金でございますが，こちらのほうは３億2,272万2,000円とさせていただ

いております。 

 16款財産収入でございます。こちらのほうは3,006万7,000円でございます。こちら

のほうは，農村婦人の家土地収用に係る増額とさせていただいております。 

 17款寄附金1,000万円，前年度と同額とさせていただいております。 

 それから，18款繰入金７億3,017万3,000円でございます。こちらのほうは1,948万

2,000円の減額となっております。こちらのほうは，勝浦病院改築基金等の増額また

財政調整基金の減額に伴う減額とさせていただいております。 

 20款諸収入4,800万6,000円でございます。こちらのほうは，生比奈小学校運動場照

明工事に係るｔｏｔｏ助成金の増額とさせていただいております。 

 それから，21款町債でございます。８億1,460万円，こちらのほうは１億9,260万円

の増額とさせていただいております。主なものといたしましては，病院改築に係る過

疎債２億円の増額となっております。 

 以上，歳入合計45億5,300万円とさせていただいております。前年度から２億

5,300万円の増となっております。 

 続きまして，歳出の部でございます。 

 こちらのほうは，目的別歳出となっております。 

 まずは，議会費でございます。議会費，本年度予算額5,005万9,000円とさせていた

だいております。 



- 101 - 

 それから，２款総務費８億1,227万6,000円とさせていただいております。こちらの

ほうは，衆議院議員選挙また町長選挙に伴う人件費，時間外の増額，それから庁舎発

電機整備事業の減額に伴う減額でございます。 

 ３款民生費９億3,475万4,000円でございます。こちらのほうは，前年対比1,811万

4,000円の増とさせていただいております。主な要因といたしましては，障害者関係

給付費，子育て支援センター駐車場整備また介護保険特別会計繰出金に伴う増額とさ

せていただいております。 

 それから，４款衛生費でございます。11億7,695万9,000円とさせていただいており

ます。前年度に比べまして３億923万8,000円の増額となっております。こちらのほう

は，新型コロナウイルスワクチン接種体制または病院改築等繰出金等に伴います主な

増額でございます。 

 それから，５款農林水産業費３億6,504万3,000円でございます。こちらのほうは，

前年度に比べまして5,326万5,000円の減額とさせていただいております。主な要因と

いたしましては，林道立川相生線舗装事業またかんきつテラス整備事業等の減による

ものと考えております。 

 それから，６款商工費でございます。こちらのほうは5,880万8,000円とさせていた

だいております。 

 ７款土木費でございます。こちらのほうは２億6,679万8,000円とさせていただいて

おります。前年度に比べまして1,513万1,000円の減額とさせていただいております。

主な要因といたしましては，社会資本整備事業，県単道路改良事業の減額に伴うもの

でございます。 

 それから，８款消防費でございます。こちらのほうは１億3,366万6,000円とさせて

いただいております。ハザードマップ整備事業の減額に伴う今年度の減でございま

す。 

 それから，９款教育費３億1,951万6,000円でございます。前年度に比べて104万

2,000円の増額とさせていただいております。中学校体育館非構造部材耐震化事業ま

たは横小ナイター公開事業に伴う主な増額とさせていただいております。 

 10款災害給付費でございます。200万円とさせていただいております。 

 11款公債費でございます。こちらのほうは４億1,812万1,000円とさせていただいて
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おります。こちらのほう2,625万円の増額となっております。主な要因といたしまし

ては，過疎対策事業元利償還金また臨時財政対策債に伴う増額となっております。 

 それから，予備費1,500万円でございます。前年度と同様の額とさせていただいて

おります。 

 以上，歳出合計45億5,300万円とさせていただいております。 

 続きまして，性質別歳出の状況についてご説明をさせていただきます。 

 性質別歳出でございます。 

 まず，人件費でございますが，今年度７億5,812万7,000円とさせていただいており

ます。前年度と比べまして主な増額の要因といたしましては，来年度衆議院及び町長

選挙に伴います時間外また地域防災マネジャーの採用に伴います人件費の増額となっ

ております。 

 それから，物件費でございますが，こちらのほうは７億6,933万5,000円とさせてい

ただいております。主な増額要因といたしましては，基幹系クラウドサービスまた新

型コロナウイルスワクチン接種に伴います物件費の増額とさせていただいておりま

す。 

 続きまして，維持補修費でございます。2,703万8,000円とさせていただいておりま

す。増額の要因といたしましては，障害者関係給付費の増額とさせていただいており

ます。 

 それから，補助費等でございます。８億1,808万円とさせていただいております。

主な増額といたしましては，勝浦病院補助金負担金の増，こちらは新型コロナウイル

ス減収特別補助という形の補助の増額となっております。 

 それから，普通建設事業費でございますが，こちらのほうは補助事業１億3,910万

4,000円また単独事業費２億1,989万3,000円となっております。いずれも減額となっ

ております。 

 災害復旧事業につきましては，前年同様計上をさせていただいております。 

 公債費等につきましては，４億1,837万1,000円とさせていただいております。 

 積立金でございますが，6,486万7,000円でございます。 

 それから，投資及び出資金でございますが，６億6,054万9,000円，こちらのほうは

病院改築への繰り出し等とさせていただいております。 
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 貸付金でございますが，558万円とさせていただいております。 

 それから，繰出金でございますが，３億6,669万1,000円とさせていただいておりま

す。 

 予備費1,500万円でございます。 

 性質別合計といたしまして45億5,300万円でございます。 

 主な普通建設事業といたしまして補助でございます。合併浄化槽整備事業また道路

改良事業それから勝浦中学校体育館非構造部材耐震事業でございます。 

 それから，主な普通建設事業の単独事業といたしましては，事前復興拠点整備事

業，子育て交流センター駐車場整備事業，農業振興事業，土地改良区補助事業また町

単道路改良事業，宅地造成事業それから生比奈小学校ナイター更新事業とさせていた

だいております。 

 続きまして，普通建設事業の県営事業負担金でございます。こちらのほうは，主な

ものといたしまして土地改良事業また広域農道整備事業，農免農道整備事業，急傾斜

地崩壊対策事業とさせていただいております。 

 災害復旧事業については，ご覧のとおりでございます。 

 それから，繰出金の状況でございます。こちらのほうは，国民健康保険特別会計，

介護保険特別会計，後期高齢者特別会計，簡易水道また農業集落排水特別事業会計へ

の繰り出しとなっております。 

 被災の借入予定額でございます。こちらのほうは，総額で６億5,220万円の過疎対

策ハード事業の予定をさせていただいております。 

 それから，緊急防災・減災事業債といたしまして，町民体育館トイレ洋式化事業ま

た道路改良事業を予定をさせていただいております。 

 交付税の過去の推移につきましては，ご覧のとおりとさせていただいております。 

 続きまして，予算書のほうでご説明をさせていただきます。 

 第２表地方債でございます。こちらのほうは，過疎対策事業債ハード事業，先ほど

申し上げました６億5,220万円でございます。それから，過疎対策事業債ソフト事業

といたしましては4,880万円，公共事業等債160万円，臨時財政対策債１億1,000万

円，それから緊急防災・減災事業債200万円，合計８億1,460万円とさせていただいて

おります。起債の方法，利率，償還の方法につきましては，前年同様とさせていただ
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いておりますので，よろしくお願い申し上げまして，一般会計当初予算の全体説明と

させていただきます。 

○議長（美馬友子君） 以上で一般会計予算の全体説明は終わりました。 

 議事の都合により，休憩いたします。 

            午前９時57分 休憩 

            午前10時11分 再開 

○議長（美馬友子君） それでは，休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第19号から議案第27号について詳細説明を求めます。 

 初めに，防災総務課関係について詳細説明を求めます。 

 中瀬弘総務防災課長。 

○総務防災課長（中瀬弘晴君） 予算資料を用意してますでしょうか。大丈夫でしょ

うか。 

○議長（美馬友子君） はい。 

○総務防災課長（中瀬弘晴君） それでは，令和３年度一般会計当初予算，総務防災

課関係についてご説明をさせていただきます。 

 まず初めに，令和３年度の事業として，総合計画に基づきまして総合計画の基本目

標４の地域力の高いまちづくり，７，防災対策の推進として防災対策強化事業を行う

こととさせていただいております。この事業は，自衛隊の退職者を地域防災マネジャ

ーとして雇用し，防災計画等の整備や防災訓練の企画実施，危機管理発生時における

災害対策本部の運営，自衛隊等関係機関との連絡連携等，南海トラフ巨大地震や豪雨

災害等に備えて防災体制の強化を行うためのものでございます。 

 それでは，当初予算説明資料に従いまして，２款からご説明をさせていただきま

す。 

 ２款１項２目総務管理費でございます。こちらのほう，まず最初に事業ごとにご説

明をさせていただきますので，研修等でございます。こちらのほうは220万4,000円と

今年度予算させていただいております。こちらのほうも，総合計画に基づきます行財

政改革の推進ということで，職員の人材育成等研修のための費用とさせていただいて

おります。主なものといたしましては，アカデミー等また自治研修センターへ研修そ

れからグループ研修等を予定をさせていただいております。財源といたしまして，ア
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カデミー研修等助成金38万6,000円を財源とさせていただいております。 

 それから，次の事業，町村会でございます。こちらのほうは，町村会の保険料，総

合賠償保険，災害対策費用保険103万7,000円を主な歳費とさせていただいておりま

す。合計202万8,000円でございます。 

 それから，続きましての事業がホストコンピューター管理でございます。こちらの

ほうは，主な支出といたしましては電算保守業務委託料434万9,000円とさせていただ

いております。それから，ちょっと見にくいですが，こちらのほう，特定個人情報電

子計算機等の設置等関連事務の委任に係る交付金281万5,000円を主な歳出とさせてい

ただいております。財源といたしましては，社会保障・税番号制度システム等整備補

助金72万円を財源とさせていただいております。 

 続いての事業が情報通信ネットワーク事業でございます。こちらのほうは，歳出総

額2,213万9,000円を予定をさせていただいております。主なものといたしましては，

電算保守業務委託料1,091万円でございます。庁内ＬＡＮシステム機器保守ネットワ

ーク強靱化に伴います保守委託料でございます。それから，備品購入等を予定をさせ

ていただいております。 

 続きまして，公債費につきましては80万円，前年度と同額とさせていただいており

ます。 

 ２ページ目でございます。 

 ２，１，１総務管理費，職員管理でございます。こちらのほうは，主に職員給料，

特別職の給料，手当等の費用でございます。総額といたしましては５億1,489万

6,000円，主なものといたしましては，一般職員の給料２億476万円を含むものでござ

います。 

 それから，歳入歳出財源でございますが，こちらのほうは住宅使用料また国民年金

事務委託金それから後期高齢者の事務委託金，繰入金638万円を含む財源とさせてい

ただいております。 

 続きまして，総務管理費でございます。こちらのほうも２，１，１でございます。

総務管理といたしまして1,885万6,000円の歳出を予定させていただいております。主

なものといたしましては通信運搬費742万1,000円，それから消耗品381万7,000円が主

な歳出となっております。こちらのほうは庁舎等の電話，郵送等の通信運搬費でござ
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います。それから，消耗品につきましてはコピー機チャージ料等，書籍，新聞購入等

を含むものでございます。財源といたしましては，コピー用紙売払い代，その他の雑

入等，少額ですが，財源充当をさせていただいております。 

 続きまして，財政管理でございます。こちらのほうは，バランスシート作成業務委

託料135万3,000円，財務書類作成業務委託でございますが，こちらのものを含む

323万円となっております。それから，各種審査会，審議会29万3,000円，前年度と同

様の計上とさせていただいております。 

 続きまして，公共交通事業でございます。こちらのほうは，地方バス路線運行維持

負担金240万3,000円，前年度から比べまして６万7,000円の増額とさせていただいて

おります。また，移動支援助成事業といたしまして158万4,000円を計上させていただ

いております。歳出総額399万4,000円とさせていただいております。 

 続きまして，２，１，２財産管理でございます。こちらのほうは，事業といたしま

して庁舎管理費でございます。主な歳出といたしましては，光熱水費455万9,000円ま

た役場宿日直対応業務委託料785万5,000円，それから清掃業務委託，こちらのほうは

シルバー人材センターへの委託でございますが，261万1,000円，役場駐車場拡張に伴

います工事1,030万円を含む歳出2,717万円でございます。財源といたしましては，自

動販売機売上手数料24万円を計上させていただいております。 

 それから，集会所事業でございます。こちらのほうは，事業を新設をさせていただ

いております。主なものといたしましては，用地購入費597万8,000円，こちらのほう

は今山ふれあい交流館の用地購入を予定をさせていただいております。 

 ５ページ目になっております。 

 ２，１，４諸費でございます。地区統合補助金でございます。こちらのほうは，各

地区への統合補助金でございます，399万4,000円を予定をさせていただいておりま

す。それから，久国土木組合負担金２万4,000円。 

 ２，１，５特定目的基金でございます。こちらのほうは，減債基金積立金30万円を

計上させていただいております。財源といたしましては，減債基金の利子でございま

す。 

 それから，２，１，６財政調整基金でございます。財政調整基金の積立金といたし

まして，こちらのほうも前年度実績，財政調整基金利子160万円を財源とする積立金
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160万円とさせていただいております。 

 ２，１，７情報通信設備管理費でございます。地域情報基盤設備整備事業1,674万

8,000円を助成をさせていただいております。主なものといたしましては，光ファイ

バーの保守また地域公共ネットワークの保守料1,115万2,000円，それから電柱共架料

として使用料257万8,000円，それから備品購入費277万7,000円とさせていただいてお

ります。財源といたしましては，情報通信負担金214万円それから電気通信料貸付収

入1,190万8,000円それから過疎対策ハード事業110万円を財源とさせていただいてお

ります。 

 ２，２，１企画費でございます。コミュニティー補助金でございます。今年度

660万円を予定をさせていただいております。財源といたしましては，コミュニティ

助成事業費を100％財源とさせていただいております。 

 それから，４，１，１保健衛生費でございます。こちらのほうは，勝浦病院特別会

計への繰出金でございます。８億4,106万3,000円でございます。前年度と比べまして

３億5,238万7,000円の増額となっております。主なものといたしましては，財源とい

たしまして勝浦病院改築事業基金繰入金１億4,744万9,000円，それから過疎対策事業

債ハード事業５億1,310万円を財源とさせていただいております。 

 続きまして，８，１，１非常備消防費でございます。本年度予算額8,697万2,000円

とさせていただいております。こちらのほうは，救急救命士の業務委託料5,805万

6,000円が主な歳出でございます。それから，会計年度任用職員給料といたしまして

1,417万7,000円，こちらのほうは救急隊員６名の給料とさせていただいております。

財源といたしましては，電源立地地域対策交付金440万円，それから過疎対策事業ソ

フト事業3,300万円を財源をさせていただいております。 

 それから，消防事業でございます。こちらのほうは4,583万5,000円の歳出を予定を

させていただいております。消防団員報酬702万8,000円，それから地域防災マネジャ

ー防災監給料として384万円を予定をさせていただいております。消耗品費といたし

まして，新入団員活動費備蓄品等547万4,000円を計上させていただいております。消

防費の続きでございますが，光熱水費として264万9,000円，こちらのほうは消防団詰

所光熱水費でございます。それから，修繕費298万3,000円，防災行政無線の保守委託

料223万1,000円でございます。財源といたしましては，発電機維持管理負担金７万
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6,000円，県土強靱化補助金115万2,000円，それから防災行政無線維持費191万円を財

源とさせていただいております。 

 ８，１，２水防費でございます。こちらのほうは85万9,000円の事業費計上とさせ

ていただいております。 

 ８ページ目でございます。 

 こちらのほうは，11の１の１元金，地方債償還金でございます。４億758万4,000円

の元利償還金でございます。財源といたしましては，減債基金繰入金１億円を財源と

させていただいております。 

 11の１の２利子，地方債償還金利子でございます。こちらのほうは1,027万3,000円

の償還利子を計上させていただいております。 

 予備費といたしまして1,500万円の計上とさせていただいております。 

 以上，総務防災課の予算の，簡単ではございますが，詳細説明とさせていただきま

す。 

○議長（美馬友子君） 以上で総務防災課関連の詳細説明は終了いたしました。 

 議事の都合により，休憩といたします。 

            午前10時27分 休憩 

            午後１時29分 再開 

○議長（美馬友子君） それでは，休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。 

 企画交流課関係について詳細説明を求めます。 

 寺尾企画交流課長，よろしくお願いします。 

○企画交流課長（寺尾由美君） それでは，企画交流課の令和３年度当初予算につい

て説明をさせていただきます。 

 まず初めに，令和３年度事業として第６次総合計画に基づいた２つの事業について

説明いたします。 

 １つ目は，総合計画基本目標に住みたい，住み続けたいまちづくりとして移住・定

住の事業となります。これまで取り組んできました移住から定住に向けての事業を引

き続き行うこととし，移住フェアでの相談事業については，コロナ禍であるためウェ

ブ会議等を積極的に活用し，相談を受けることとします。 

 また，受入れ体制を整えるため，移住コーディネーターの数を増やし，連携して移
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住者の支援も行います。また，すぐに住める空き家の紹介をスムーズに対応するた

め，昨年度勝浦町空き家等対策基本計画で調査を行った優良な空き家物件の洗い出し

を行い，空き家バンクへの登録を促します。定住施策であります家賃助成につきまし

ても，引き続き住みたい，住み続けたいまちづくりの実現を目指します。 

 なお，昨年まで企画交流課で行ってきました移住者や住民への新築補助とリフォー

ム補助につきましては，令和３年度から住宅施策としてまとめ，建設課で行うことと

なっております。 

 ２つ目としまして，総合計画基本目標３の個性と魅力あふれるまちづくりとして，

観光振興，商工業の振興に関する事業です。事業としましては，町の魅力発信のため

に映えるフォトスポットを一般の方から募集し，選定した場所を巡るマップなどを作

成するなど，勝浦を訪れてもらうことはもとより，住民にも改めて町の魅力をアピー

ルできる仕組みづくりを行います。 

 また，10周年を迎えた道の駅の運営についてでございますが，これまでの運営体制

を大きく見直ししました。人員の配置による販売力の強化，積極的な情報発信，毎月

のイベント開催，４つの駅との連携強化により，にぎわい交流の拠点として集客や売

上げの増加に努めます。これまで物産販売協議会で担ってきた物産の販売やＥＣサイ

トの事業を道の駅に集約し，一体的に行うこととし，阿波勝浦の知名度アップに向け

て取組を推進してまいります。 

 それでは，説明資料を基に款別にご説明いたします。 

 おおむね100万円以上の項目についてご説明します。 

 まず，２款総務費，２項企画費，１目企画費，企画総務の事業で12節79医師確保事

業委託料440万円です。こちらにつきましては，勝浦病院の医師の高齢化に進む中

で，次世代の医師の確保を目指すものでございます。総合戦略の重点施策の中にもあ

りますとおり，医師確保につきましては，これまで僻地に特化した医師紹介会社から

２名ほど面接に進んだ実績もございますが，制約にも至っておりません。採用事務等

を独自に行ったり，町出身の医師へのアプローチも行った経緯はあるのですが，いま

だ医師確保には至っておりません。この現状を打開するために，紹介コンサルタント

の活用を積極的に進め，誓約に至るよう事業を推進するものでございます。こちらに

つきましては，制約が成立したときに初めて金額のほうが発生する予定となっており
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ます。 

 続きまして，同じく12節80委託料で総合計画の進捗評価業務委託料110万円です。

こちらにつきましては，本年度策定をしました総合計画，総合戦略の事業を実施する

に当たりまして，それを進めていくロードマップの作成，それから実施計画を作成す

る補助を委託し，総合計画に沿った円滑な事業の運営が行われることを目的とするも

のでございます。毎年の進捗評価の指標を設定することで，事業の取組や検証をスム

ーズに行うものといたします。前回，計画ではこういう進捗評価とかがされておら

ず，今回はこの評価検証に重点を置いて，今回の事業を委託するものでございます。

財源は，全て一般財源です。 

 続きまして，18節93負担金補助金及び交付金，勝浦町杉の子支援事業補助金300万

円です。これは，上限100万円を３件予定しております。財源は，杉の子基金からの

繰入れです。 

 続きまして，同じく２款総務費，２項企画費，１目企画費の地方創生関連の事業と

なります。２節の３会計年度任用職員給料ですが，こちらは四国大学の連携事業を担

っている地域おこし協力隊の人件費で，関連して社会保険料等も計上しております。 

 続きまして，18節67定住負担金補助金及び交付金ですが，定住促進賃貸住宅家賃助

成138万2,000円です。こちらは，昨年度よりも金額のほうが減額となっております

が，これは若者向けの賃貸住宅の家賃の助成を行っておりますが，これまで既存の申

請があった方，継続して申請があった方が引き続き町内にとどまって住み続けていた

だいている関係から，新規の申請がここ数年はかなり減ってきております。内容を精

査した結果，次年度はこのような予算となっております。 

 続きまして，同じく18節92負担金補助金及び交付金のかつうらみらい創生事業補助

金100万円です。こちらにつきましても，昨年度はコロナの関係もあり，申請が１件

にとどまっております。本年度につきましても，現状から考えまして１件の申請を見

込んでおります。 

 続きまして，18節97負担金補助金及び交付金の地域おこし協力隊起業支援補助金

300万円です。こちらは，任期満了となる協力隊が町内で起業する場合に起業の補助

を行うもので，退任の前後１年が対象期間となっております。本年度は３名が最終年

度の３年目を迎えることから，予算計上を行っております。 



- 111 - 

 続きまして，18節436負担金補助金及び交付金，徳島東部地域ＤＭＯ負担金157万円

です。 

 続きまして，18節437負担金補助金及び交付金の地方生活実現移住支援金100万円で

す。こちらは，１件分計上しております。こちらにつきましては，東京23区の在住者

や通勤者が徳島県内で就職，居住した場合に最大100万円が支給される制度となって

おりますが，これまで該当はございません。昨年度２件計上しておりましたが，本年

度は１件の計上としました。 

 続きまして，６款の商工費，１項商工費，１目商工費の商工振興費でございます。

18節400負担金補助金及び交付金の商工会補助金720万円です。こちらは，例年行われ

ておりますプレミアム商品券やふるさと小包など商工会で行っている事業の補助金で

ございます。 

 続きまして，６款商工費，１項商工費，２目観光費，観光総務費です。２節の３会

計年度任用職員給料218万7,000円です。これは，観光系事業を活性化協会と連携して

行う地域おこし協力隊の人件費でございます。関連して社会保険料等の予算を計上し

ております。 

 続きまして，６款商工費，１項商工費，２目観光費，観光施設管理費です。12節２

の委託料で施設管理委託料として175万9,000円を計上しております。こちらは，四国

のみち４区間，それから棚野遍路道，フライトパークの管理，前川キャンプ場の管理

分でございます。 

 続いて，６款商工費，１項商工費，３目地域交流推進費の地域推進交流事業です。

18節の411負担金補助金及び交付金，イベント助成事業補助金170万円です。それか

ら，18節430負担金補助金及び交付金，勝浦町地域活性化協会補助金924万円です。 

 続いて，６款商工費，１商工費，３目地域交流推進費の道の駅事業でございます。

２節の３会計年度任用職員給料200万9,000円，これは道の駅スタッフである地域おこ

し協力隊の人件費で，関連して社会保険料等の予算も計上しております。続いて，

10節６光熱水費228万5,000円，こちらは道の駅の電気代で，現在は徳島県と２つのテ

ナントを町で使用量に応じて案分して年度末に精算を行っております。 

 続きまして，12節531委託料の道の駅指定管理料1,167万9,000円でございます。こ

ちらにつきましては，先ほども申し上げましたように，道の駅の体制を強化し，物産
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販売の見直しやＥＣサイトの充実を行うために，以前は地域おこし協力隊を２名で指

定管理業務及び道の駅の運営について事務を行ってまいりましたが，令和３年度から

は地域おこし協力隊を１名として，指定管理者が雇用する事務総括の責任者を雇うこ

とによって，体制強化を担うものでございます。ＥＣサイトの充実や情報館の機能強

化それから道の駅へのイベントの毎月開催などを想定しております。こちらにつきま

しては，昨年度よりも人件費の増加により指定管理料のほうが増額となっておりま

す。それから，財源としましては，施設の使用料それから徳島県からの管理委託料，

敷地料，販売事業繰入金，共益費等の雑入となっております。 

 続きまして，６款商工費，１商工費，３目地域交流推進費の地域活性化センター事

業です。12節の390委託料，地域活性化センター指定管理費373万5,000円です。こち

らにつきましては，活性化センターをこれまで指定管理としておりませんでしたが，

令和３年度より指定管理とし，無料スペースや有料スペースの利用を促進し，町内外

との交流を図り，誇りと活力のある地域づくりのための拠点施設としての役割を上げ

るために今回指定管理といたしました。それによって地域活性化センターの利用率が

上がることを効果として見込んでおります。主な費用につきましては，人件費とそれ

から需用費，電気代それから備品，通信料となっております。 

 それから続いて，同じく６款商工費，１項商工費，３目地域交流推進費のふれあい

の里さかもと事業となります。こちらつきましては，12節の２の委託料，施設管理委

託料400万円。こちらにつきましては，指定管理施設であるふれあいの里さかもとに

おきましては，令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により一時休業などで

収入が大幅に減収しました。これにより経営面に支障を来しております。営業は再開

しておりますが，やはり宿泊客等の減少は著しいものがあります。このことから，令

和２年度に新型コロナ感染症特別の臨時交付金を充当して，半月分の管理費を支出し

ております。令和３年度も引き続き，同じ管理費として支出することとしました。積

算としましては，昨年度200万円で半年だったことから，本年度再度積算を行い，施

設の管理に必要な経費を計上いたしまして400万円としております。 

 続いて，18節411の負担金補助金及び交付金でイベント助成事業補助金200万円で

す。こちらは，例年支出しておりますさかもとグリーンツーリズム補助金の200万円

となっております。 



- 113 - 

 以上が一般会計の説明となります。 

 続きまして，物産販売特別会計についてご説明いたします。 

 令和３年度の物産販売特別会計の当初予算です。 

 歳入としまして，委託販売手数料が60万円，収益事業収入が1,076万4,000円，預金

利子1,000円，その他の雑入1,000円，前年度繰越金が240万7,000円で，歳入合計が

1,377万3,000円です。 

 歳出としまして，指定管理に係る報償金として10万円，消耗品費１万9,000円，印

刷製本費４万4,000円，その他の需用費で商品の仕入れ費それから開発費を含めまし

て925万円，通信運搬費，商品等の送料です，36万円，一般会計繰出金は200万円，予

備費200万円の合計1,377万3,000円としております。 

 一般会計の道の駅事業でご説明したとおり，本年度は運営について大きく変わるこ

ととなります。今回，見直しを行うきっかけとしまして，令和元年度にスタッフの入

替え等をきっかけに，２年度までに取り組んできました内容をご説明します。 

 新たなスタッフが全国の道の駅を回った経験者であったことから，他の施設での取

組などのアドバイスがありました。売場の配置変更それから恐竜発掘イベント等のコ

ンボイベントの開催，ホームページもリニューアルを行い，スタッフブログでの情報

発信の拡充を行っております。レジ袋の有料化とエコバッグの販売も開始しておりま

す。 

 それから，新商品でみかんジュレそれから既存商品の見直しとしまして，みかんド

レッシングの商品変更，それからみかんチョコレートにつきましても変更を行ってお

ります。あとは恐竜とのコラボ企画として，恐竜サイダーやＣＡＮさんグッズ等の販

売なども行っております。 

 昨年度は残念なことに，この同時期にコロナによりイベントの中止や道の駅自体の

休業期間もありましたが，この期間にスタッフで布マスク等の製作も行い，学童へ届

けることとなりました。本年度につきましては，イベントも中止となっておらず，週

末にはたくさんの来場者がございます。来月にかけてもにぎわうことが予想されてお

ります。次年度におきましても新型コロナ感染症の状況に見ながら，年間を通じて町

を訪れてもらえる魅力ある道の駅を目指して取り組んでまいります。 

 以上が予算の説明となります。 



- 114 - 

○議長（美馬友子君） 以上で企画交流課関連の詳細説明は終了いたしました。 

 議事の都合により，休憩といたします。 

            午後１時48分 休憩 

            午後３時00分 再開 

○議長（美馬友子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 住民課関係について詳細説明を求めます。 

 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤信之君） それでは，住民課の令和３年度当初予算について説明さ

せていただきます。 

 まず初めに，令和３年度事業として総合計画に基づき重点事業について説明をしま

す。 

 総合計画基本目標をまちづくりを力強く推進する創生基盤づくりの３，広報広聴の

充実として，広報機能の充実を行います。住民のライフスタイルの多様化が進み，町

政に対する住民ニーズやまちづくりにおける課題の多様化も進んでおります。ＩＣＴ

の発達に伴い，住民が様々な情報媒体を活用する時代となっていることから，行政に

求められる物事も変化してきております。このような状況を踏まえて，住民と行政が

町政の情報を共有しながら相互理解を深めるとともに，住民の町政への参画を促し，

連携，協働によるまちづくりをより一層推進するために，モニターアンケート等を行

い，地域住民の方々から意見を聞く機会の充実を図ってまいりたいと考えています。 

 それでは，お配りいたしております資料を基に，令和３年度当初予算の説明をさせ

ていただきます。 

 金額の大きな予算について説明させていただきます。 

 まず，２，１，３交通安全推進費でございます。７の１の交通指導員謝礼18万

9,000円ございます。これは，立哨に立たれていらっしゃいます交通指導員に対する

謝礼でございます。 

 それから，小松島地域交通安全活動推進員協議会負担金10万8,000円，これは交通

安全協会のほうに……。 

 交通安全推進員は，もうこのぐらいにしておきます。 

 では，２，１，８の広報費でございます。11の１広報用通信運搬費ということで，
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これは広報配布用の発送費でございまして，今年度から住民課のほうで予算取りをす

るものでございます。広報を郵便する分の切手代といいましょうか，郵送代といいま

しょうか，そういったものでございます。77万1,000円でございます。 

 それから，12の11電算保守業務委託料，これはホームページの運用保守料，それか

ら先ほどもご説明いたしましたが，モニターアンケートのためのシステムの導入業務

をする予定にしておりまして，そのモニターシステムの運用保守料も含めておりま

す。75万5,000円でございます。 

 その下，12の17広報印刷委託料，これは印刷の広報の委託料でございます。171万

9,000円でございます。 

 その下が12の18広報配布委託料，これは新聞社に頼みまして新聞の中に広報を折り

込んでいただく委託料でございます。92万9,000円でございます。 

 12の21のシステム構築委託料で，これが先ほど申しましたモニターアンケートのシ

ステムを導入する委託料となってございます。106万8,000円でございます。 

 ２，４，１戸籍住民基本台帳費の11の１通信運搬費でございます。484万円となっ

ております。現在，役場では住民基本台帳と税の情報システムを役場内に機器を設置

して運用しておりますが，役場内で管理運営することに代えまして外部のデータセン

ターにおいて管理運用をし，ネットワーク経由で利用することができるようにする，

クラウド化するということなんですけれども，そのための通信運搬費でございます。

484万円でございます。 

 12の25システム改修委託料でございます。これは，マイナンバー制度を戸籍及び住

基のほうにして活用できるようなシステム改修を何年かにわたって行っておりまし

て，その一環としてのシステム改修費ということでございます。264万円でございま

す。 

 次，12の２，１，１戸籍総合システム保守委託料，これは戸籍のそのとおりなんで

すけど，メンテナンス，戸籍システムの保守の委託料となってございます。198万円

でございます。 

 その下が12の２，１，２住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料，これは住

民基本台帳の保守システムのサポート料でございます。201万1,000円でございます。 

 13の１が戸籍住民基本台帳システムソフト使用料，これは戸籍システムのソフトウ
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エアの使用料でございます。215万7,000円でございます。 

 次が13の４戸籍総合システム機器リース料，これは戸籍総合システム機器のリース

料でございまして，398万円となっております。 

 18の２，３，４個人番号カード交付事業費負担金，これは個人番号カードの製造発

送の事業費を支払うためのものでございまして，個人番号カード交付が増加しておる

ということで，昨年度に比べて増額しております。500万円でございます。 

 続きまして，選挙管理委員会費，１の53，町選挙管理委員会委員報酬，これは委員

長及び委員さんの報酬でございます。30万2,000円。それと消耗品が23万6,000円でご

ざいます。これは，書籍代とか選挙事務分の費用となっております。 

 続きまして，衆議院議員選挙費でございます。１の４の管理者報酬，これは投票管

理者とか投票立会人，期日前も含めてなんですけれども，その方々の報酬となってお

ります。65万4,000円でございます。 

 その下は，時間外勤務手当ということで，投票日，期日前も含めましての投票事務

でございます。264万円でございます。 

 飛びまして，11の１でございます。通信運搬費ということで，これは入場券とか入

場券の郵送料とか，選挙公報の郵送物を計上しております。50万4,000円でございま

す。 

 17の１でございます。17の１につきましては，投票用紙読み取り分類機の購入で

638万円を予定しております。これは，開票業務において投票用紙読み取り分類機を

導入しまして，事務員の減数とか勤務時間の短縮というのを図るものでございまし

て，開票事務の流れとしては投票所から投票用紙を取り出して，それを機械の中に入

れますと，それが読み込まれる，何種類か分類の棚がありまして，そこに読み込まれ

ていくような機械になります。その分類機を購入することによって，選挙の開票業務

というのが省力化できるのではないかということで，今回予算に計上させていただい

ております。 

 ５の７の勝浦町長選挙費でございます。１の４の管理者等報酬，これは先ほどの衆

議院議員と同じように，投票立会人，管理者等の報酬でございます。44万1,000円で

ございます。同じく時間外勤務手当207万円でございます。投票日，期日前投票，当

日も含めました投票事務開票事務の負担金でございます。 
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 通信運搬費につきましても，先ほどと同じく入場券の郵送料になっております。 

 18の２，３，９でございます。これが選挙公営費負担金ということで163万3,000円

でございまして，選挙運動用の自動車の借入れ，燃料代それから運転手の雇用，ビラ

作成，ポスター等の費用の中で選挙運動費用の一部を町が負担するというものでござ

います。先日の議会の中でちょっと説明が不十分でございましたので，資料のほうを

ご用意させていただいてますので，また，もしも時間がお許しいただけるのであれ

ば，この説明の後に説明させていただけたらと思っております。 

 続きまして，２，６，１の統計調査費でございます。１の６の調査員報酬，去年と

比べると減っておりますが，今年は国勢調査がございましたので報酬としては大きな

金額になっておりますが，今年は経済センサス比較調査というのがございます。これ

の部分の報酬でございまして，180万2,000円を計上しております。 

 事務費，事務消耗品が大きく増額となっております。 

 ３，１，４の国民年金事業でございます。これも去年と，業務としては納付督励や

亡くなった方の未収年金などの申請書の受付を行っておる業務でございます。内容は

そんなに大きくは今年と変わりません。 

 続きまして，３，１，９の住民生活行政費でございます。１の56，今年度は男女共

同参画計画を策定する予定にしておりまして，その委員報酬が14万1,000円でござい

ます。その計画の委託料が177万6,000円でございます。12の29でございます。 

 それから，18の237，これは小松島市消費生活センター負担金ということで，上勝

と勝浦と小松島の合同で消費者被害の相談を受けておりまして，その消費者センター

につなぐ業務なども行っております。その負担金でございます。 

○９番（国清一治君） 100万円単位ぐらいで。 

○住民課長（後藤信之君） はいはい。 

○９番（国清一治君） 説明に時間かかってしょうないけん。 

○住民課長（後藤信之君） 次に，３，４，１の災害救助費でございますが，これ

も。 

○議長（美馬友子君） パスじゃな。 

○住民課長（後藤信之君） いいですか。 

○９番（国清一治君） 総額だけ言うたらええ。 
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○住民課長（後藤信之君） 総額は46万6,000円でございます。 

 次，環境総務費でございます。環境総務費は，狂犬病予防事業と環境保全事業，内

容としてはその２つになります。大きなものは，小松島市葬祭場の使用料負担金とい

うことで380万円でございます。総額としては485万9,000円でございます。 

 清掃総務費も大きな金額としてはございませんので，増額として37万2,000円とい

うことでございます。 

 続きまして，じんあい処理費でございます。10の２の消耗費としてごみ袋の購入と

して460万9,000円でございます。 

 12の218で不燃物処理場の委託料，シルバー人材センターへの委託料でございま

す。立川の不燃物処理場でございます。511万7,000円でございます。 

 ごみ収集運搬委託料，これは燃えるごみの収集運搬委託料でございます。1,365万

円でございます。 

 12の220焼却残渣処理業務委託料，これは小松島市さんのほうに燃えるごみの委託

をしておりますが，その焼却残渣につきまして，松茂の最終処分場のほうへ持ってい

っております。その委託料でございます。333万5,000円でございます。 

 12の222がごみ焼却場の委託料，これは小松島環境衛生センターのほうにごみの焼

却を依頼しておりまして，その委託料でございます。4,160万円でございます。総額

として7,043万9,000円。 

 次，４，２，４廃棄物再生利用等推進費でございますが，10の２のプラスチック製

容器ごみ袋購入40万3,000円，それから修繕費としてリサイクルセンターのフォーク

リフト，それからペットボトル減圧機の修繕費として46万1,000円，それから廃棄物

再生利用処理委託料として1,143万円，それから生ごみ処理機購入補助金として41万

円でございます。総額としては1,540万9,000円でございます。 

 続きまして，７，４，１の公営住宅費でございます。３年度につきましては，町営

の木造住宅に関しまして建築士さんに点検を行っていただいて，結果状況等を確認し

てもらって修繕計画をつくって，計画的に修繕を行うということにしているため，修

繕費とか工事費ほかは，ちょっと少なめの予算としております。10の７の修繕費とし

ては150万円，それから14の１の工事請負費としては300万円を計上しております。 

 ちょっと戻りまして，12の29の木造公営住宅長寿化調査，これが建築士さんに点検
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をお願いする調査の委託料となっております。36万円でございます。総額としては

766万6,000円でございます。 

 以上が住民課の説明となります。よろしくお願いします。 

○議長（美馬友子君） 続けてどうぞ。 

○住民課長（後藤信之君） 特別会計は，ちょっと資料は用意してございませんが，

歳出の大きな金額としては，事務委託料50万円を計上しておりまして。 

○議長（美馬友子君） 同期してくれんじゃろうか。 

○住民課長（後藤信之君） 事務委託料50万円，委託料，貸付管理費の事務委託料と

いうことで50万円計上が大きな金額となっております。該当者が亡くなっていらっし

ゃる方もおられますので，財務処理事務の委託を行い，不納欠損処分を行う方法で計

上しております。 

 住宅関係については，以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（美馬友子君） 以上で住民課関連の詳細説明は終了いたしました。 

 記事の都合により，休憩といたします。 

            午後３時25分 休憩 

            午後４時52分 再開 

○議長（美馬友子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 明日９時30分から議場のほうで追加質疑をいたします。よろしくお願いします。 

 今日は，お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

            午後４時52分 散会 

 


